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改正職業安定法の概要

～平成１６年３月１日から
職業安定法が変わります～

厳しい雇用失業情勢等に対応するため、職業紹介事業が労働力需給の
迅速、円滑かつ的確な結合を図ることができるよう、職業安定法・関係
政省令等が改正され、平成１６年３月１日から施行されることとなりま
した。

改正職業安定法・関係政省令等の主な概要は以下のとおりですので、
改正内容の十分なご理解と遵守をお願いします。

※ ご不明の点等がありましたら、最寄りの都道府県労働局・公共職業安定所に

お問い合わせ下さい。

※ なお、平成１６年４月１日から、職業紹介事業、労働者供給事業及び委託募

集の許可・届出等の手続窓口は、公共職業安定所から都道府県労働局に変わり

ます （求職者からの相談等は公共職業安定所でも可能です ）。 。

厚生労働省・都道府県労働局
（公共職業安定所）
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１ 職業紹介事業の許可・届出制の見直し

(１) 許可・届出手続の簡素化

有料職業紹介事業・無料職業紹介事業の許可について、事業所単
位（支店単位）から事業主単位（会社単位）に改められました。

(２) 特別の法律により設立された法人の無料職業紹介事業

特別の法律により設立され、１０以上の構成員を有する以下の法
人が、構成員等を対象にして行う無料職業紹介事業について、届出
で実施可能になりました。

① 農業協同組合法の規定により設立された農業協同組合・農業協同組合連

合会

② 水産業協同組合法の規定により設立された漁業協同組合・水産加工業協

同組合・漁業協同組合連合会・水産加工業協同組合連合会

③ 中小企業等協同組合法の規定により設立された事業協同組合・中小企業

団体中央会・協同組合連合会

④ 商工会議所法の規定により設立された商工会議所・日本商工会議所

⑤ 中小企業団体の組織に関する法律の規定により設立された商工組合・商

工組合連合会

⑥ 商工会法の規定により設立された商工会・商工会連合会

⑦ 森林組合法の規定により設立された森林組合・森林組合連合会

(３) 地方公共団体の無料職業紹介事業

地方公共団体が、自らの施策に関する業務に附帯して行う無料職
業紹介事業について、届出で実施可能になりました。
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(４) 学校等の行う無料職業紹介事業

学校等が以下の者を対象にして行う無料職業紹介事業について、
届出で実施可能になりました。
① 大学の場合

大学附属病院で医師臨床研修を受けている者及び修了した者
② 学校・専修学校の場合

当該学校・専修学校で委託訓練を受けている者及び修了した者

２ 手数料徴収の対象となる求職者の範囲の拡大

(１) 手数料徴収の対象となる求職者の追加

有料職業紹介事業者が手数料を徴収できる求職者として、熟練技
能者（特級・一級の技能検定に合格した者が有する技能又はこれに
相当する技能を有し、生産その他の事業活動において当該技能を活
用した業務を行う者）の職業に紹介した求職者が追加されました。

(２) 手数料徴収の対象となる求職者に係る年収要件の引き下げ

有料職業紹介事業者が手数料を徴収できる科学技術者・経営管理
者・熟練技能者の求職者に係る年収要件が、年収７００万円超に引
き下げられました。

３ 兼業禁止規制の撤廃

職業紹介事業と、料理店業・飲食店業・旅館業・古物商・質屋業
・貸金業・両替業等との兼業禁止規制が撤廃されました。
※ なお、職業紹介事業の許可に際し、貸金業については貸金業法による登録、質屋営業

については質屋営業法による許可を、それぞれ受け、適正に業務を運営していること

が必要です。また、貸金業又は質屋営業における自己の債務者を求職者とすることは

できません。
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４ 保証金制度の廃止

有料職業紹介事業者に対する保証金制度が廃止されました。
なお、供託していた保証金については、平成１６年３月１日以降に

官報への公告等の所定の手続を経て、取り戻すことが可能です。
（※平成１６年３月１日より１０年以内に所定の手続を行う必要があります ）。

５ 職業紹介責任者の選任要件の見直し

(１) 職業紹介責任者の選任要件の見直し

職業紹介責任者は、職業紹介に関する業務を統括管理する者と
され、また、選任要件について職業紹介に係る業務に従事する者
５０人当たり１人以上に改められました。

(２) 職業紹介責任者の変更手続の簡素化

職業紹介責任者の変更の届出について、変更の日から３０日以
内に届け出れば足りることとなりました（従来は１０日以内 。）

(３) 職業紹介責任者講習の見直し

職業紹介責任者講習の有効期間が５年に延長されました（従来
は２年 。また、再講習について講習時間数が４時間に短縮され）
ました（従来は６時間 。）

６ 職業紹介事業の許可の欠格事由の追加

職業紹介事業の許可の欠格事由として、出入国管理及び難民認定
法第７３条の２第１項の罪（不法就労助長罪）が追加されました。

７ 委託募集の許可の見直し

無報酬の委託募集については、届出で可能になりました。


